
宇土市重層的支援体制整備事業（多機関協働事業）業務委託 

プロポーザル実施要項 

 

１ 業務の概要 

(1) 業務名 

宇土市重層的支援体制整備事業（多機関協働事業）業務委託 

(2) 目的 

本業務は、社会福祉法第１０６条の４に規定された重層的支援体制整備事業を実施するに

あたり、複雑化・複合化した支援ニーズを抱える事例に対応する支援関係機関が抱える課題

の把握、役割分担、支援の方向性の整理といった事例全体の調整機能の役割を果たすことが

目的である。 

(3) 業務内容 

別紙「委託仕様書」のとおり 

(4) 委託期間 

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

２ 提案上限額 

  １８,９７５,０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

【内訳】 

   令和 ８年度 ６,３２５,０００円 

   令和 ９年度 ６,３２５,０００円 

   令和１０年度 ６,３２５,０００円 

※上限額を超える提案については認めないため留意すること。各年度の上限額も同様とする。 

 

３ 参加資格要件 

  次に掲げる要件を全て満たす者であること。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者で 

あること。 

(2) 宇土市における当該委託業務等に係る競争入札参加資格を有していること。 

(3) 宇土市工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領（平成１６年訓令第６号）の規

定による指名停止措置を受けている期間中でないこと。 

(4) 本業務に関する十分な実績及び能力を有し、かつ、当該事業を適正に実施できること。具

体的には、過去５年以内に多機関協働事業又はこれに類する業務を受託した実績を有して

いること。 

(5) 複数の会社等でグループを構成しての共同提案は認めない。 

 

 

 

 



４ 参加申込及び参加資格の確認結果の通知 

(1) 参加申込 

提出書類：公募型プロポーザル参加申出書（別紙様式１）１部 

     会社概要書（別紙様式２）１部 

     類似業務実績一覧表（別紙様式３）１部 

申込期限：令和７年１２月１９日（金）午後５時（必着） 

申 込 先：「１２ 担当課（問合せ先）」参照 

 方  法：持参又は郵送 

(2) 参加資格の確認結果の通知 

参加申込をした者全員に対し、令和７年１２月２３日（火）までに、公募型プロポーザル

参加資格確認結果通知書（別紙様式５）により通知を行う。 

 

５ 質疑回答 

(1) 質疑の受付 

期  限：令和７年１１月２０日（木）午後５時（必着） 

様  式：質問書（別紙様式６） 

提 出 先：「１２ 担当課（問合せ先）」参照 

方  法：メール（メール送信後、電話によりメールの受信確認を行うこと） 

(2) 質問の回答 

期  日：令和７年１１月２８日（金） 

方  法：市ホームページにて回答書を公開する。ただし、個別に回答すべき情報である

場合は、質問者宛てメールにて回答書を送付する。 

 

６ 企画提案書の作成要領 

(1) 提出書類 

   ア 企画提案書 正本１部・副本７部 

     ※副本には、会社名等が分かるような記述は一切しないこと。 

   （ア）仕様書を踏まえ、以下の項目について記載すること。 

① 業務実績について 

② 本市の包括的な支援体制に係る現状と課題、事業計画について 

③ 業務の実施体制について（配置予定職員の能力、経験等及び複数名で対応が必要

な場合等の組織としてのフォロー体制） 

④ 多機関協働事業の取組方法について（複雑化・複合化した支援ニーズを抱える事

例に対応する支援関係機関が抱える課題の把握、役割分担、支援の方向性の整理

の方法等） 

⑤ 相談支援事業、参加支援事業、地域づくり事業、アウトリーチ等を通じた継続的

支援事業等の他事業・他分野との連携について 

⑥ 自社の独自性、優位性について 

（イ）企画提案書は、Ａ４版縦、横書き、左綴じとし、正本には表紙（別紙様式７）を添付



すること。なお、文字サイズは１１ポイント以上とすること。 

（ウ）企画提案書は、表紙を除いて２０ページ以内とする。 

（エ）参加者は、１つの提案しか行うことができない。 

（オ）提出期限以降の企画提案書の差替え又は再提出は認めない。 

   イ 類似業務実績一覧表（別紙様式３）正本１部・副本７部 

   ウ 業務実施体制調書（別紙様式４）正本１部・副本７部 

   エ 見積書（任意様式）正本１部・副本７部 

     ※見積の総額を税込価格で記載すること。また、内訳書（任意様式）を作成すること。 

(2) 提出期限 

期  限：令和８年１月１５日（木）午後５時 

受付場所：「１２ 担当課（問合せ先）」参照 

方  法：持参又は郵送 

(3) その他 

書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法による

ものとする。 

 

７ プレゼンテーションの実施 

提案者は、令和８年２月３日（火）に開催する評価委員会において、プレゼンテーションを

実施するものとする。ただし、評価委員会が本プロポーザルに参加を表明した者が多数である

と認める場合は、提出された書類による第１次審査を行い、あらかじめプレゼンテーションを

求める者を選定した上で行うことがある。 

なお、詳細については別途通知する。 

 

８ 評価要領 

(1) 評価方法 

ア 評価を厳正かつ公正に行うため、宇土市重層的支援体制整備事業（多機関協働事業）業

務委託評価委員会（以下「評価委員会」という。）を設置し、企画提案書の審査及び評

価を実施して受託候補者を選定する。 

イ 評価は、事業者によるプレゼンテーションをもとに行う。 

ウ プレゼンテーションは、令和８年２月３日（火）に実施を予定しており、詳細について

は、別途通知する。 

エ 出席者は３人以内とし、この業務を担当する予定の管理責任者１名及び主担当者１名

は必ず出席すること。 

オ 実施時間は、提案する各事業者につき、プレゼンテーション１５分以内、質疑応答２０

分程度とすること。 

カ プレゼンテーションは企画提案書について行うこととし、追加資料の配布は認めない。 

キ プレゼンテーションに必要な機器は参加者が用意すること。ただし、プロジェクター及

びスクリーンについては市が準備する。 

ク プレゼンテーション及び審査は非公開とする。 



ケ 評価は提案者の名称を伏せて行う。提案者を特定できるような企画提案書の作成及び

プレゼンテーション時の発言に留意すること。 

コ (2)に定める評価基準に基づき、評価委員会が、提出された企画提案書及びプレゼンテ

ーションについて、評価し、最も優れた提案を行った者を決定する。 

(2) 評価基準 

評価項目 評価の視点 配点 

業務実績 
➢ 多機関協働事業又はこれに類する業務を受託

した実績があるか。 
１０ 

事業計画 

➢ 事業の目的を理解し、本市の包括的な支援体

制に係る現状と課題を把握しているか。 

➢ 事業計画の具体性、実現性があるか。 

２０ 

実施体制 

➢ 支援を実施するのに必要な能力、経験等を有

する職員が不足なく配置されているか。 

➢ 複数名で対応が必要な場合等の組織としての

フォロー体制は整っているか。 

２０ 

取組方法 

➢ 複雑化・複合化した支援ニーズについて、各支

援関係機関の役割分担等、事例全体の調整機

能の役割を果たすことが可能であるか。 

２５ 

関係機関との連携 
➢ 多機関協働事業を実施するに当たり支援関係

機関等との連携は円滑に進められるか。 
１０ 

創意工夫・独自性 
➢ 業務にあたって創意工夫、独自性のある提案

がなされているか。 
５ 

論理性・正確性 

➢ 提案書及びプレゼンテーションは分かりやす

く、説得力があるか。また、質疑応答は適切に

対応されているか。 

５ 

見積金額 
基本額＝最も低い提案額＝５点 

評価点数＝（基本額／提案額）×５点 
５ 

(3) 受託候補者特定方法 

   ア 評価点は満点を１００点とし、評価項目の点数の合計点を評価委員ごとに算出する。 

   イ アで算出した結果の評価委員の平均点を提案者の評価点として順位付けを行う。 

   ウ イの評価点の６０点（６割）を最低評価点数とし、これを満たさない場合は、選定し

ないものとする。 

   エ 提案者が１者のみの場合でも、ウに示す最低評価点数以上であれば受託候補者として

選定する。 

   オ 最終的な評価結果が同点の場合は、評価基準における「取組方法」の評価点が高い者

を選定する。 

 

 



９ 評価結果の通知 

評価結果については、提案者それぞれに結果通知書（別紙様式９-１、９-２）により文書で

通知する。評価結果に対する異議申し立ては認めない。 

 

１０ 日程 

  本プロポーザルの実施スケジュールは、次のとおりである。 

項目 日程 

公募開始及び参加申込受付開始 令和７年１１月６日(木) 

質疑受付期間 令和７年１１月６日(木)～１１月２０日(木)午後５時まで 

質疑回答期限 令和７年１１月２８日(金) 

参加申込締切 令和７年１２月１９日(金)午後５時まで 

参加資格確認通知 令和７年１２月２３日(火) 

企画提案書等の提出締切 令和８年１月１５日(木)午後５時まで 

評価委員会開催（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ） 令和８年２月３日(火) ※変更の可能性有 

評価結果の通知・公表 令和８年２月上旬 ※変更の可能性有 

 

１１ 契約の締結 

  市は、評価委員会が最も優れた提案を行った者であると決定した者と委託契約の締結交渉を

行い、別途定める予定価格の範囲内で契約を締結する。 

ただし、その者が地方自治法施行令第１６７条の４の規定のいずれかに該当することとなっ

た場合、契約の締結を行わないことがある。 

また、最も優れた提案を行った者と協議が整わない場合にあっては、次点者と協議の上、契

約を締結する場合がある。 

 

１２ 担当課（問合せ先） 

〒８６９-０４９２ 

宇土市浦田町５１番地 

宇土市 健康福祉部 福祉課 福祉政策係  担当：藤本 

電 話 ０９６４-２７-３３１７ 

ＦＡＸ ０９６４-２２-５５１５ 

Ｍａｉｌ fukushi03@city.uto.lg.jp 

 

１３ その他の留意事項 

(1) 企画提案書等の作成、プレゼンテーション等に要する経費及び提出に関する費用は、提出

者の負担とする。 

(2) 提出された企画提案等については、提案を行った者に無断で使用しないものとする。 

(3) 提出された企画提案書等は、本プロポーザルにおける契約の相手方を決定すること以外の

目的で使用しない。ただし、情報開示請求があった場合は、宇土市情報公開条例に基づき

mailto:fukushi03@city.uto.lg.jp


取り扱うこととする。 

(4) 提出された参加申出書、企画提案書等は返却しない。 

(5) 申込書の提出後に申込みを辞退する場合は、辞退届（別紙様式１０）を提出すること。 

(6) 失格事項 

次のいずれかに該当する者が行った提案は、失格となることがある。 

ア 実施要項に適合しない書類を作成し、提出した者 

イ 記載すべき事項の全部又は一部を記載せず、または書類に虚偽の記載をし、これを提

出した者 

ウ 期限後に企画提案書を提出した者 


